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総務委員会会議録 

日時 平成２３年１２月１２日（月） 開会時間 午前１０時１０分 

閉会時間 午前１１時４１分 

場所 北別館５０７会議室 

委員出席者 委員長 河西 敏郎 

副委員長 齋藤 公夫 

委員 中村 正則 髙野  剛  渡辺 英機  浅川 力三 

 森屋  宏 大柴 邦彦 樋口 雄一   

委員欠席者 委員   久保田 松幸 

説明のため出席した者 

 

総務部長 田中 聖也   会計管理者 笹本 英一 

人事委員会委員長 小澤 義彦   代表監査委員 輿水 修策 

選挙管理委員会委員長 戸栗 敏 

総務部防災危機管理監 安藤 輝雄   総務部理事 小幡 尚弘    

総務部次長 田中 宏    総務部次長（人事課長事務取扱） 原間 敏彦    

職員厚生課長 田中 久善  財政課長 尾﨑 祐子 

税務課長 上小澤 始   管財課長 佐藤 佳臣   私学文書課長 大堀 道也  

市町村課長 伊藤 好彦  消防防災課長 宮原 健一 

出納局次長（会計課長事務取扱） 吉田 泉   管理課長 古屋 金正 

工事検査課長 風間 達夫 

人事委員会事務局長 藤原 一治   人事委員会事務局次長 丹澤 保幸 

監査委員事務局長 広瀬 猛     監査委員事務局次長 飯島 幸夫 

議会事務局次長 久保田 克己    議会事務局総務課長 鈴木 茂久 

 

          

審査の概要   午前１０時１０分から午前１１時４１分まで総務部・出納局・人事委員会事

務局・監査委員会事務局・議会事務局関係の所管事項の審査を行った。 

※所管事項 

 

質疑 

（県庁の組織体制について） 

森屋委員  先週の総務委員会では一番最初は先日来話題になっている警察官の問題

でございましたけれども、私は個々の問題というよりも、公務員というと余

りにも狭い話になってしまいますが、社会全体の中で人材をどうやって生か

していくかということが大きな問題になっているんではないかと思います。

なぜこんなことを言うかというと、実は私のことを言ったら恐縮ですけれど

も、私は昭和３２年生まれです。ちょうど団塊の人たちから１０年おくれで

生まれた実は感動とか関心を余り示さない無関心・無感動とか、三無主義と
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か言われた世代で、余りにも偉大な団塊の世代の皆さん方の後に隠れて生き

てきたような世代でして、この違いというのを実はすごく感じて生活をして

きた１人であります。 

  そういう意味で、今、県の組織を見たときに、私たちの世代がようやく管

理職に登用されるようになってきて、組織としても個人としても大分変わっ

てきたのではないかなと思います。ですから、当然時代に合わせた個人のあ

り方、あるいは、組織のあり方というのがやっぱりなされていかなければい

けない、整備されていかなければならないというある意味での危機感を持っ

ています。最近、県の幹部の皆さん方がテレビで謝罪をされるような場面も

一見ふえてきているような気もいたします。そこで、話の初めとしてまこと

に恐縮ですけれども、最近の事件といいますか、問題として取り上げられた

事例を挙げていただきたいと思います。 

 

原間総務部次長  最近の主要な事例、事案でございますが、過去５年間ということで県職員

が逮捕をされた事案という切り口でお答え申し上げると、例えば平成１８年、

県立大学の副主査が酒気帯び運転で逮捕されております。それから、１９年

には甲陽学園の職員が脅迫メールで逮捕、それから、２０年には工事検査課

の職員によります強制わいせつ事件、それから、総合農業技術センターの職

員によりますひき逃げ事件、さらに２１年には峡南林務環境事務所の職員に

よります酒気帯び運転、それから、２２年には偽装結婚事件がありました。

それから、２２年には、酒気帯び運転ということで総合農業技術センターの

臨時職員が逮捕されております。あわせて、これは今年度の例になるわけで

ございますが、２２年と同様に偽装結婚にかかわった事件、それから、過日

発生しました盗撮の事案でございます。以上が主なところでございます。 

 

森屋委員  改めて嫌なお話をしていただきまして申しわけございません。これは先ほ

ど言いましたように単に県の組織だけの問題ではなく、日本の社会全体が抱

えている、特に会社組織といいますか、組織の中での個々の人間力が落ちて

しまったり、あるいは、組織力が落ちてしまったりという問題が、私はすご

く大きな問題として出ていると思います。そこで議論の観点としては２つあ

ると思います。個人の問題をどうするのかということと、組織の問題をどう

していくんだという観点があると思います。そこで、組織というより、まず

は個人の方から行きたいと思います。 

  何年も県庁組織の中で働いてきた皆さん方を、どうするんだということも

あるかもしれませんが、やはりこれから県庁職員として働いていただく、あ

るいは、働こうと目指している人を採用する際、能力を持った人たちに入っ

ていただくのが一番いいわけですから、まずはその入り口である職員採用の

ところで、コミュニケーション能力であるとか、あるいは、個々の能力、倫

理観を備えた人材をどうやって見きわめていくのか、その辺のお話をいただ

けますか。 

 

丹澤人事委員会事務局次長 

  現在、採用試験におきましては人物重視ということで、ペーパー試験のウ

エートを落として、例えば上級試験でいきますと１次のペーパー試験では４

００点満点中８０点としております。また、その適性を見抜くため、２次試

験において集団討論、個別面接を実施しております。さらに３次試験では論

文試験、それから再度個別面接を実施しており、２次試験・３次試験のウエ

ートを１６０点・１６０点とし、４００点満点中かなりのウエートを人物重
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視に置いております。過去にもいろいろ問題を起こした事例もございますの

で、個人の倫理観、コミュニケーション能力、職場における協調性などにつ

いて重点的に把握するように努めております。 

 

森屋委員  これもまた個人的な話でまことに申しわけありませんが、実はことし私も

自分の幼稚園の採用に失敗いたしました。通常私のところの幼稚園では、短

大を出た人たちをずっと採用してきましたが、ことし初めて求人を出したら

某有名４年制女子大学卒業の方がおいでになりました。私は１回だけ会い、

理事長が最終的に判断をして４月から勤めていただくようにしましたけれ

ども、結論から申しますと、この方は１カ月しかもちませんでした。という

ことで、やっぱり人を見抜くのは大変だなということで自己反省をしており

ます。アメリカでは子どものときから表現であるとか、コミュニケーション

能力をどうやって高めるかということを、もう幼稚園とか小学校ぐらいから、

必ずカリキュラムの中に位置づけられていてそういうことをしています。し

かしながら、日本の教育の場面ではそういうことはないですから、大学を出

られてくる皆さん方の能力をどうやって見るかというときには、大変な御苦

労があるんだろうなと思います。 

  今の一般的な企業なんかですとインターンシップをとっていて、大学の３

年生ぐらいから、あるいは、もっと早い時期からということもあるようです

けれども、何カ月か何週間か現場に来てもらうと。そして、実践の中でその

人物を見るという手法を最近はやられているようであります。それは青田刈

りといいますか、大学の勉学と現場でインターンシップしてもらうことの整

合性という議論も片方にありますけれども、しかしながら、今、一般企業で

はかなりそうした手法を使われているということも聞きますけれども、行政

の中でそうしたインターンシップといった手法ができないでしょうかね。 

 

原間総務部次長  インターンシップにつきましては県庁でも実は既に実施をしておりまし

て、県内の大学ですとか、あと県外の大学でも希望がある場合には受け入れ

る形で実施しております。期間の方は長期というわけにはなかなかまいりま

せんので、１週間程度と認識しております。 

 

森屋委員  実はこの間、楽天さんの関係者の方とお話する機会がありましたが、楽天

という会社は徹底的にインターンシップをやって、その中で人材を選んでい

くという手法をされているそうです。若い企業ですからそういうことができ

るのかなとお聞きしておりましたが、ぜひ組織の中に入って入り口のところ

でやっぱりそういう能力の高い人たちに来ていただくことが、手っ取り早い

というのはちょっと語弊があるかもしれませんけれども、やっぱりそういう

方に来ていただく。特にこの１０年余り県の仕事というのを見させていただ

きましたが、かつてのように国があって都道府県があって市町村があるとい

う縦割りの行政組織の統制の中で県の皆さん方が市町村の職員の皆さん方

に対して、ある意味指導というか、立場で行政行為を行ってきた時代とは大

分変わってきて、どちらかというと水平的、何ていうんですか、市町村も県

も平等だ、同じなんだという感覚が根づきつつありますので、そういう意味

では、従来のような行政手法ではなかなか通らない、姿勢では通らないとい

う部分もあろうかと思います。ぜひまずは入り口である採用のときに能力の

高い学生の皆さん方を選んでいくことが大切だし、そして、その後そうした

コミュニケーション能力であるとか、そういうことに重点を置いた職員の育

成というものを進めていただきたいと思います。 
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  そこでもう１点の観点の組織内のコミュニケーション能力を高める努力

についてお話を聞きたいと思います。よく部長さん、課長さんから昔の話を

聞くと、課長さんが課の中で金曜日あたりに「みんな、きょうは飲みに行く

ぞ、おれについてこい」というと「わかりました」といって部下の人たちも

ついてきて、県庁周辺をにぎわせていたということを聞きますけれども、今

は課長さんが「きょう飲みにいくぞ」というと、みんな若い人たちはさーっ

と引いてしまうという話をよく聞きます。ノミニケーションがいいかどうか

ということについては異論もあろうかもしれませんけれども、組織内のコミ

ュニケーションを図る場面、努力というのはどういうことをされているのか

お聞きしたいと思います。 

 

原間総務部次長  委員御指摘のとおり、今の管理職にある世代、若手の世代で価値観が違う

という指摘がありましたが、実は不祥事根絶懇談会の席上でもなされた経緯

がございます。そうした意味で、若い職員に対しては仕事上のコミュニケー

ションだけでは足りないのではないかという指摘をいただいたところでご

ざいます。当然コミュニケーションがうまくいかないと世代間のギャップ、

あるいは、価値観の違いといったところ、それが重なり相互理解、意思疎通

が十分に図られずに業務に支障を来たすという場合があるという御指摘を

いただいたところでございます。このために、新たな取り組みということで

例えば触れ合い面接という形で、形式張った形ではなく、さまざまに管理職

と職員が話をできる機会をつくっていったらどうかという御指摘をいただ

きました。 

  また、職場外におけるコミュニケーションの機会、先生の方から例えば飲

み会というお話もいただきましたが、そういうものも含め職場外におけるコ

ミュニケーションの機会も確保していくことが重要だろうという御指摘を

いただいたところでございます。なかなか勤務時間外におけるコミュニケー

ションを円滑にするようにと、人事課で仮に指示をしたとしても、なかなか

そのとおりにいくかというと、必ずしもそうはいかない場面が多々あろうか

と思います。ただ、その重要性については私どもも十分認識しておりまして、

過日、各所属に対し触れ合い面談等の実施に努めていただくよう、通知を出

させていただいたところでございます。 

 

森屋委員  今までの社会はそうしたことを改めてシステム化したり、表立ってそうい

うものを立ち上げていかなくても、できるだけそういうものが自然といった

らおかしいですけど、日本社会の中でやっぱり先輩たちが後輩にそうした指

導をしていくとか、あるいは、組織の中での円滑な人間関係を構築していく

ということは、日本社会の中では改めてそういうのを表に出さなくても、

個々の努力の中で、あるいは、先輩から後輩という流れの中でそういうもの

ができてきたのかなと思います。ですから、先ほど一番最初に課長さんにあ

えて今までの事件化されたことなんて、ここでお聞きするのは失礼だったと

思いますけれども、もしかしたら、今までは組織の中にそうしたものが起き

ないように、あるいは、そこまで行かないようにという抑止力になるような

組織能力があったのかなと思っています。しかしながら、そのことがやっぱ

り少なくなる。あえてそのことをやっぱり形として出していかなければいけ

ない、まさにそういう時代に来たのかなという気もいたします。 

  そこで、先ほど一番最初にこれは山梨県庁だけの問題ではなく、日本国じ

ゅうでこのことは問題とされているところでして、かなり専門的にこのこと

をお仕事として指導していただけるような、民間の会社もあるということで
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あります。全国の行政組織の中でもそうした民間の手法、メソッドを採用し

てやっているところもかなり出始めているということもお聞きしておりま

すけれども、山梨県庁としてそうした外部の方式を、今後、取り入れること

を検討していく、あるいは、考えていくというお考えはございませんか。 

 

原間総務部次長  先ほどちょっとお話に出ました不祥事根絶懇談会でございますが、そのメ

ンバーには民間企業の経営経験のある方や大企業において人事管理をされ

た経験のある方等に入っていただきまして、御提言をいただいたところでご

ざいます。したがって、今回いただいた御提言の中には当然民間の発想とい

うものも含まれていると感じております。それを踏まえ、今後さまざまな取

り組みを進めてまいりたいと考えておりますし、今後もし民間の方でより有

効な取り組み事例が出るということがあれば、そういうものも当然参考にさ

せていただきたいと考えております。 

 

森屋委員  都道府県の行政組織が果たしていかなければならない役割というのは今

後ますますふえてきて、大きく重くなっていくと思いますので、いろんな意

味で時間やあるいはお金もかかることかもしれませんけれども、ぜひこのこ

とを従来の手法の上に価値観ある……。ちょっと余談ですが、きのうの「坂

の上の雲」ですね、児玉源太郎が乃木将軍の組織の皆さん方を目の前に「君

たちはきのうの計画はできたけれども、あしたの計画はできない」というこ

とを言うところが、すごく印象にある言葉でしたけれども、夕べのテレビは、

まさにきのうの延長線上にあしたはない、もうそのぐらい時代が転換してい

る。特に職員一人一人には、世の中の考え方が日々変わっているということ

をまず認識してもらって、ぜひ次に向けてこの優秀な人材をどうやって使っ

ていくんだということを真剣に考えて、そのためには時間やお金も投資する

ことをぜひ惜しまずにやっていただきたいと思います。総務部長の考え方を

最後に伺います。 

 

田中総務部長  職員の不祥事を契機にして不祥事の根絶の懇談会ということで提言もい

ただいているわけでございますが、これを契機にしてさまざまな取り組みを

やっています。その中では不祥事の根絶といいますと、例えば業務量の見直

しももちろんありますが、やはりこの検討の場においてはやはり職員の意欲

を高めていく、職員の能力を高めていく、モチベーション高めていくという

取り組みが根本的には大事ではないかという議論になりました。そうした中

で、人事課長からも答弁申し上げましたように、職場だけのコミュニケーシ

ョンではなくて、やはり人間としてのコミュニケーションというのをもっと

大事したほうがいいんじゃないかとか、あるいは、参加意識を高めていくた

めの工夫が要るんじゃないかとか、そんな提言もいただいておりまして、要

は県職員のプロとしてのプライドとか、責任感を引き出していくという取り

組みが、これからはやはり大事ではないかなと思っております。委員の御指

摘も踏まえ、しっかり職員のやる気を高めていくための取り組みに留意して、

対して取り組んでまいりたいと思っております。 

 

        （中小企業高度化資金に係る監査委員の関与について） 

渡辺委員  ちょっと知らないことがあるんで伺いたいと思いますけれども、監査委員

に対してお願いしたいと思います。今、中小企業の高度化資金というのが非

常に問題になっているわけで、この貸し出しのときとか、あるいは、その後

について、監査委員はどのように絡んできたのか、経緯を聞きたいと思いま
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す。 

 

輿水代表監査委員  私ども監査委員、通常、定例監査ということで各部局所属の監査を年に１

回行っております。当然、高度化資金の関係につきましても、業務の監査と

いう形の中で書類等は見させていただいている状況でございます。広く一般

的な定例監査の中で監査をさせていただいているという状況でございます。 

 

渡辺委員  そうすると、高度化資金に対して監査委員はかかわってきたということで

いいですね。私も勉強不足もあってわからないんですが、高度化資金を貸し

て３年後に破産しているところがありますけれども、それ承知していますか。 

 

輿水代表監査委員  監査委員の立場でそういうことについての情報は該当課から破綻したと

いう段階でいただいております。 

 

渡辺委員  情報をいただいているというお話ですと、３年たったときにはもう聞いて

いるわけですね。そういうときに、監査委員としてどういう対応をしたのか。

大事な役職ですから監査委員はいろいろできるだろうと思うんですけれど

も、どういう指示をしたのか、それが具体的にわかったら教えてください。 

 

輿水代表監査委員  私どもの事務局における事務的な監査においては、収入未済等が発生した

段階でそれについて指摘をさせていただいておると思います。監査委員につ

きましては、毎年度、決算審査ということで審査をさせていただいておりま

す。例えば昨年度、ことし、両年度、私が在任しているところをとらえさせ

ていただきますと、高度化資金につきましては債権回収整理について、いわ

ゆる未済案件の総額が非常に多額であることから、しっかりした債権管理、

それから、整理について民間のノウハウ等も活用する中で管理・整理を行う

ようにということで、決算審査の意見書の中にも記載をさせていただいてお

るところでございます。 

 

渡辺委員  適切な指摘をしたというふうに聞こえるわけですけれども、それを受けた

方が実際に監査委員の指摘のように動いたかどうか、その辺の確認はしてあ

りますか。 

 

輿水代表監査委員  定例監査における私どもの指摘事項については、それについてどのような

対応をしたのかという対応状況を回答いただき、監査委員としてそれを県公

報に登載いたしております。 

 

渡辺委員      話を伺う限り何かうまく進んでいるように見えるんだけど、実際には１１

０億円ぐらい焦げつきが発生している。それでもう一つ伺いますが、今のこ

の現実を見たときに監査委員として県の会計を監査する非常に重大な役職

があるわけですけれども、適正にやってきたのかなという、その思いはどう

ですか、実際に。私は監査委員にも責任があるような気がしてならないんで

すけど、いかがですか。 

 

輿水代表監査委員  私どもの立場は県の財務事務等が法令等に基づき適正に執行されている

のかどうかについて監査をするという職能でございます。具体的に高度化資

金につきまして当該部局担当課において違法あるいは不適切な事務があっ

たかどうかということになろうかと思いますけれども、その点については法
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令等あるいはルールに基づいて事務の執行はなされていたと考えておりま

す。ただ、結果として多額の債権、未回収の債権が生じているということに

ついては、監査委員の立場からもしっかりした債権回収がなされなかったと

いう意味で遺憾であると思っております。 

 

渡辺委員  監査委員の責任ということから言えば、法令に基づいてすればいいんだと

いうお話ですけれども、監査委員であっても議員であってもすべて県政にか

かわる人は、やはり責任ということをある程度考えていかないと、だれが責

任とるんだということになってくると、責任者がいない高度化資金の貸し付

けなんてありようはずがないわけだから、やっぱりそういう立場にいる人が

ちゃんと責任持って見ていく。普通の個人の会社であれば倒産ですからね、

そうしたことを考えたときに、私は監査委員にしっかりと監査をしていただ

きたいと思うし、中小企業の高度化資金だけではなく、米倉山の１５０億円、

林業公社においても２００億円を超す大変な金額であります。こうしたこと

については関係する人みんなが神経を張り詰めて取り組んでいかなければ、

また、こういう問題が起きるんではないかなと思います。今、法律に基づい

て適正に監査していたと言いましたが、そんなこと県民に言ったって納得し

ないと思いますよ。自分で言ったことが県民に納得してもらえると思ってい

ますか、どうですか、率直に言って。 

 

輿水代表監査委員  多少言葉足らずだったかとは思いますけれども、私どもの権限行使という

のは先ほど申し上げましたように、法令に基づき適切に事務が執行されてい

るかどうかということを監査をし、個別の監査についてはそれぞれの監査委

員が執行をするわけでありますけれども、全体としてこれについてどう考え

ていくのか、意見の取りまとめについては４人の監査委員による合議により

決定をいたしておるところでございます。私どもの職責というのは県の組織

が健全に運営できているかどうかという意味のチェックをするという、非常

に大事な職責であると考えております。今後におきましても各監査委員、そ

れから、事務局は重要な職責を念頭に置き、しっかりした職務執行をしてま

いりたいと考えております。 

 

        （公務上の交通事故発生状況等について） 

樋口委員  ３点ほどお聞きします。１つは森屋委員が言われたことに若干関係するか

もしれませんけれども、本議案の報告書に９件の交通事故、公務上の交通事

故の処分の報告がされておりますが、公務上の交通事故の発生状況について

伺います。 

 

佐藤管財課長  委員から御質問のありました公用車に関係する事故の関係であります。警

察の委員会での御質問もあったかと承知しておりますが、知事部局において

も年間３０件を超える交通事故が報告されております。ちなみに２３年１１

月末現在で２１件という発生状況になっております。 

 

樋口委員  公務上の交通事故というのは、公用車という解釈でいいんですか。公用車

は県庁全体で何台ありますか。 

 

佐藤管財課長  現在、県では警察業務を初め公共事業の執行、あるいは、森林の保全等さ

まざまな分野で公用車を活用しております。本庁・出先含め、また警察の車

両も含め約１ ,４００台の自動車、それ以外にもバイク、主に白バイ等々と
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御理解いただいてよろしいかと思いますが、それらを合計し約１,７００台

が公用車として保険に加入する中で運用しております。 

 

樋口委員  すごい数ですが、その話はまたしますが、警察の話では６０件ぐらい年間

に事故があると先日伺いましたけれども、３０件という数字は動いているん

でしょうか。あるいは、ここ数年で平均３０件ほどという意味ですか。それ

とも変動があるのかな、どうかということとですね。今回の報告書では中北

林務とか、中北福祉とか、あるいは、秘書課とか、具体的に出ていますけれ

ども事故の原因･内容がもしわかれば教えてください。 

 

佐藤管財課長  委員の御質問の１点目、知事部局等における公用車の車両事故の件数の推

移といたしましては、平成２１年が３４件、それから、２２年が３７件、先

ほど言いました２３年が１１月末現在で２１件、そういうことを踏まえて３

０件程度と答弁させていただいたところであります。自動車事故の件数につ

きましては車両の増加、あるいは、業務の多様化等に伴い、１０年前と比べ

ると若干増加しているという状況であります。 

  それから、今議会で専決案件として御報告させていただきました９件、そ

のうち５件がいわゆる警察以外の知事部局等として、先ほど委員からござい

ましたように中北保健所、あるいは、林務事務所、秘書課等がその内容であ

りますが、主に前方の不注意ですとか、あるいは、状況の確認等を怠ったた

めに起きた事故、いわゆる職員の不注意というものが主な原因であると考え

ております。 

 

樋口委員  県民サービスはもちろん多岐にわたるほうがいいですし、そうあるべきだ

と思いますが、先ほど森屋委員の方からお話があったように、職員の士気に

かかわる、どのようにして士気を高めるのかとありましたけれども、これは

いわゆるテクニカルな問題、あるいは、何といいますか、きちんと体調・健

康管理をしながら普通に運転をしていけば済むような問題なのかなと思い

ますが、交通事故では人命にもかかわることでございますから、そこについ

て日常的にどのような防止策を県ではやっているんでしょうか。 

 

佐藤管財課長  委員の御指摘にありますように、公用車による事故は職員の不注意という

ものが主な原因で発生しているケースが多いと認識しております。それに伴

う行政サービスの停滞、あるいは、その事故処理をするために要する労務と

いうのはできるだけない方がいいに決まっております。逆に言うと、県民サ

ービスのためにはできるだけそちらの方に目的を持って、力を注いでいくと

いうことが望ましいと考えております。ただ、繰り返しになるかもしれませ

んが、さまざまな業務を遂行していく中で、どうしても公用車を使って勤務

をしなければならない、あるいは、目的地に行かなければならないという事

例も多々あろうかと思います。 

  そういう意味で事故防止ということに関しては、年度当初の職員の服務規

律の通知、あるいは、私どもが職員向けに専用のパソコンの掲示板等を使い、

飲酒運転の根絶というのは当然のことなんですが、常日ごろから交通安全意

識というものを持つよう、職員一人一人が自覚を持ってください、なおかつ、

職場においてもゆとりある運行計画というものを持つ中で、職員が安全にそ

の業務を運行できるようにということで、指導をしてまいっているところで

あります。 
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樋口委員  どこの企業でも、あるいは、行政でも一緒でしょうけれども、１ ,７００

台という数字はやっぱり多いなと思います。１台ずつお金がかかるわけです

けれども、今後合理化していく考えはありますか。 

 

佐藤管財課長  業務が多様化しているという中で、私ども車両を管理する立場としては、

できるだけ公用車の集中化ということには取り組んできております。具体的

に言いますと、本庁においてはどうしても各部局等々で所有して管理をしな

ければならない車、例えばそれは道路のパトロール、河川のパトロール等特

殊性のあるものという理解でよろしいかと思うんですが、それ以外のものに

ついてはできるだけ集中化をして、車両台数については削減してきておりま

す。片や警察の業務等々においては、政令定数の増加等も踏まえてパトカー

の配車がふえてきているなど、それぞれの要因はあろうかと思いますが、委

員御指摘のように効率的に事務をするためにも、できるだけ車両というのは

集中化をして、効率的に運用するような取り組みというのは行っております。

あるいは、これからもできる限りその取り組みは続けていきたいと思ってお

ります。 

 

樋口委員  台数の分だけ保険に加入していると思います。以前はたしか保険料のほう

が高いから、県の中でそれぞれの職員が事故処理の対応をするようなことを

聞いたことがあります。今回の報告は人身事故の損害賠償だから物損事故は

もっといっぱいあるんじゃないかなと思いますが、すべての車が自賠責はも

ちろんですが、任意保険に入っているという解釈でいいですか。 

 

佐藤管財課長  公用車の運行につきましては安全に運行することが当然でありますが、万

が一の事故に備えまして法律で定められている自賠責は当然のことなんで

すが、県におきましても平成１３年度以降、任意保険に加入をしております。

それは、従前は事故処理のために職員がその労力を割かなければならず、あ

るいは、難しい事案になったときに交渉が長期化するということを解決する

ために導入したものであります。委員御指摘のあった今回の専決事項につい

ては、人身、それから、物損含めまして、県では任意保険に入っているとお

考えていただいて結構でございます。 

 

樋口委員  そうすると、すべてが任意保険に入っているということですか。 

 

佐藤管財課長  はい。 

 

樋口委員  それで、専決処分ができない部分についてもかなり保留をしているんです

か。 

 

佐藤管財課長  御説明が不十分だったかもしれません。先ほど申し上げたとおり、県では

警察車両含めて約１,７００台の公用車を現在持っております。それらにつ

いてはすべて公道を走る車ということで万が一の事故、その後の補償を考え

まして任意保険に入っております。それで、年間３０件等々超える事故が起

きる中で、軽微なものにつきましては議会から委任を受けておりますこの専

決という中で処理をさせていただいております。その処理状況というのが物

によって交渉が長期化するものもあれば、短期間で交渉が済むものというも

のもありますので、そういう意味では和解あるいは損害賠償の決定というの

ができるだけ速やかに行えるように処理をしながら、議会の方に御報告をさ
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せていただく、あるいは、議会報告を超えるものにつきましては、その都度、

議決案件という形で議会の方に提出をお願いしているところであります。 

 

樋口委員  この件については最後にしますが、人身事故を起こすと点数がすぐ引かれ

て、反則金もすごくかかりますが、これは事故を起こした本人が完全に自己

負担するという理解でいいですか。 

 

佐藤管財課長  事故を起こして点数を何点引かれるとか、そこにおいていわゆる行政処分

としての違反金というんでしょうか、それにつきましては本人の負担になり

ます。 

 

樋口委員  もう一つ、せっかく佐藤課長さんと話をしていますから、本会議でも新庁

舎である防災新館の質問をしましたけれども、例えば甲府では市役所を今つ

くっていますけれども、２年後のゴールデンウイーク明けぐらいに完成する

ということで、かなり前から具体的なイメージ図を広報に載せたり、市民に

お知らせをしております。県の防災新館についても県民に周知するスケジュ

ールはもう決まっているんですか。 

 

佐藤管財課長  甲府市役所につきましては平成２５年５月の供用開始と聞いております。

私ども防災新館つきましては２５年１０月の供用開始ということで、これま

で御説明しているスケジュールで進めていくということであります。その際、

防災新館の内容、あるいは、その業務等々についてどういう形で県民に周知、

あるいは、御理解をいただいていくか。これは県庁舎の耐震化等の整備事業、

いわゆる県庁全体の整備をする中で、県の広報紙「ふれあい」に掲載し周知

をする、あるいは、具体的な建設というのが今後２年間続いていきますが、

その過程の中で例えば「１階部分のにぎわいを創出するスペースはこういっ

た整備をしてまいります」などといったことを、機会あるごとに県民の方た

ちに周知してまいりたいと思いますし、現段階においても県の管財課のホー

ムページには、基本的な部分については掲示して、県民には御理解をいただ

くような取り組みをしてまいりますので、その点についてはまた引き続き行

っていきたいと思っております。 

 

樋口委員  一般県民が県庁に行く場合と、市町村民が市町村役場に行く機会は全然違

いますから、比較にはならないとは思いますが、それでも防災新館という名

前、ことしは東日本大震災がありましたから、今まで以上に県民に周知をし

ていただきたいと思いますし、イメージとして屋上にヘリポートがあって、

防災にかかわる県の行政が全部一堂に集約されて、１階にはにぎわいスペー

スがある、あるいは、県庁の敷地内も自由に歩けると、周遊ができるという

ようなことを、やはり、もちろんホームページ、あるいは、私たちはその都

度その都度カラーの絵を見させてもらいますけれども、やっぱり県民からで

はなく県からもこういうものをつくっています、でき上がりはこうですとい

うものをやっぱりそろそろ大きくといいますか、わかりやすく、目にわかり

やすく周知をしてほしいという意味で質問しました。その辺をもう一度お願

いします。 

 

佐藤管財課長  委員御指摘のように、今後２年間、さまざまな形でこの県庁の敷地、防災

新館の整備を初め進めていくことになります。基本的には２７年度、耐震改

修促進法で言うところの建物の耐震化を進めていく中での防災新館の整備、
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それから、県庁別館等の改修など、県庁の敷地が今後このように整備されて

いくんだということについて、今後も機会あるごとに、議会の方々を初め、

県民の皆さまにも、できるだけわかりやすく御説明をする、あるいは、その

過程においてさまざまなご意見を聞く中で進めていきたいと思っておりま

す。 

 

樋口委員  よろしくお願いします。 

  最後１点、これは所管が違ったら答えていただかなくて結構ですが、ココ

リがリニューアルオープンし、その中に県の宝石美術専門学校が移転しまし

たが、看板がなく、実際のところ市民が見ても、あるいは、ビジターが見て

も非常にわかりづらくなっております。景観に配慮しているのかもしれませ

んが、残念という気がいたします。その辺について所管が違いますけれども、

お金の出しどころ、県立の施設の元締めという立場でお答えいただきたいと

思います。 

 

佐藤管財課長  県有施設ということで申しますと、委員御指摘のように県民の方、あるい

は、そこを使う方含めてわかりやすいということは、何よりも大事なことだ

と思っております。済みません、具体的にココリの建物の各種法令の制約

等々があるのかどうかも、全部承知しておりませんが、委員おっしゃるよう

に県民の方たちにわかる、あるいは、それを訪れる方たちにわかりやすくす

るためにどういう工夫ができるのか、関係部局とも相談をしながら進めさせ

ていただきたいと思います。 

 

樋口委員  終わりますが、「あそこに宝石美術専門学校があるんだ」とふだんからわ

かるようにしていただきたい。この場所は甲府駅から中心市街地に向かう動

線になるわけですから、ぜひ県の財産、あるいは、山梨県にしかない学校で

すから、そういったものを周知していただくようにお願いをしておきます。

よろしくお願いします。 

 

佐藤管財課長  委員の御指摘をしっかり受けとめて対応してまいりたいと思っておりま

す。 

 

        （防災対策について） 

齋藤副委員長  総務部長、今、ここで震度７の地震が発生したと仮定したときに、対策本

部を設置するまでの初動体制の順序を教えてください、すぐに教えてくださ

い。 

 

宮原消防防災課長  体制についてですが、まず、今、震度７の地震が発生したということであ

れば、勤務時間内でありますので、消防防災課で初動体制をつくります。こ

の５０７会議室が作業場になりますので、ここでいろいろな各班の設置準備

をして初動に入り、各班の連絡をとるということがまず第１でございます。 

 

齋藤副委員長  ここにいる人たちが、もちろん議長もいます副議長もいます。総務部長以

下幹部職員が多くいます。この体制をどうしますか。 

 

宮原消防防災課長  この体制は、今地震ということであれば休止というか、ここで休憩してい

ただいて作業に入るというのが手順だと思います。 
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齋藤副委員長  それで本当に危機管理が成り立っているか。今発生したときにこの場でも

ちろん会議をとめるのは当然だと思うんだけど、部長、どうしてください    

正副議長どうしてください、他の人たちはどうしてください、私はどこ行き

ます、総務部長は、知事の確認をしてくださいとか、そういうことからスタ

ートしなければならないですよ、実際は。順にやっていって防災会議を開け

ばいいなんていう状態じゃないですよ、いざ地震が発生したときには。本当

の危機管理というのはそういうことからスタートしなければ実際避けられ

ないですよ。だって、当座ここにいる人たちが万が一のときがあったときに

どうしますか。課長、じゃ、どこへ飛んでいきますか、一番先、どこからス

タートしますか、ちょっと聞かせてください。 

 

宮原消防防災課長  私は総合調整班長でございます。総合調整班はすべての班を取り仕切ると

いうことになっておりますので、各班へ指令を出す。そして、各班の目的に

沿ってまずは行動を起こします。 

 

齋藤副委員長  言うならばいつ起きるかわからないというのが災害なんですよ。だから、

僕は今突然言ったんだけど、やはりそういう意識をいつも持っていなければ

ならない。３０年以内に８７％の確率で東海地震が起きるということを言わ

れています。だから、いつ起きても不思議ではないんですよ。だから、まず

だれもそうだけど、今いる立場でここにいる人たちをどういう管理するか。

消防防災課長であれば、今言ったように総務部長、知事の確認、防災危機管

理監をどうすると、そういう指示を出さなければ動けないです。自分だけ飛

び出したって。残された者が、我々はどうすればいいですかということにな

るわけです。 

  そういうことを常に頭の中に描いておかなければ、一朝有事のときには間

に合わない。一朝有事のときにはおそらく会議を立ち上げたって、中央防災

会議とか中央の情報をうまく取り入れて、本当に地震の規模が幾つだという

ことになれば、もう山梨県下だってどれだけの被害が出るかということはも

う想定できるわけなんですよ、実際は。だから、そういう初動体制がいかに

必要かということを常に頭に入れておかなければ、大きな被災者が出る、犠

牲者が出ることになるわけなんです。ですから、その辺をまずしっかりして

おいてもらいたいと思いますが、もうちょっとお願いします。 

 

宮原消防防災課長  委員御指摘のとおりいつどこで発生するかわからないという大きな地震

に備えて、常にいろいろな方策をとる中で、県職員であればそれぞれの立場

でそれぞれの行動計画ができるような周知は当然しておりますけれども、さ

らに徹底を図っていくということで御理解願いたいと思います。 

 

齋藤副委員長  山梨県はやっぱりそういう非常に大きな東海地震、東南海とか、あるいは、

関東直下型、いろんな地震が想定される地域ですから、常にやっぱり危機管

理、万が一のときどう指示を出していくかということを、とにかく頭に入れ

ておいてもらいたいということをお願いしておきます。 

 

        （コンピュータウイルスに対する危機管理対策） 

齋藤副委員長  それから、もう１点、次の問題ですが、最近、いろんな企業でもそうです

がコンピュータウイルス、いろんなハッカーに侵されるという時代でありま

すが、今、県庁内のそういう危機管理的なものは大丈夫ですか。 
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田中総務部長  コンピュータウイルスに対する対応につきましては企画県民部の情報政

策課の方で対応しております。申しわけございません、現在具体的にどうい

う対応をしているかという情報を手元に持ち合わせていません。後ほど企画

県民部の方から御報告させていただきたいと思います。 

 

齋藤副委員長  今まではそういう外部からのウイルスに侵入された経過もわからないん

ですか。 

 

田中総務部長  申しわけございません、現在持ち合わせておりません。 

 

齋藤副委員長  最近コンピュータウイルスというのはもう世界どこからでも侵入してく

るということを言われておりますので、ぜひその辺をしっかりとした対応を

していただいて、やっぱり万全の体制で取り組んでほしいということを思い

ますので、部長の方からもしっかりした指示を出しながら管理に努めていた

だきたいと思いますが、一言お願いします。 

 

田中総務部長  委員の問題意識につきましては企画県民部の方に的確・適切に伝達させて

いただきたいと思います。 

 

        （委員会におけるあいさつについて） 

髙野委員  けさもここへ入ってきて委員会が始まる前にあいさつをしたんですね。私

は１６年も委員会に出ていますけど、多分五、六年前ぐらいから委員会であ

いさつをしているのかなという気がいたしております。昔はずるずるっとみ

んなで座り込んで、ベテラン議員が「そろそろ始めよう」と言えば大体始ま

るという状態でありました。本会議のあいさつは昔からやっているが、委員

会でのあいさつというのは、甲斐市の保坂市長が議員だったころに「何のた

めのあいさつかな」っていうことはよく言ったんですけど、その辺について

議会事務局で教えてください。市民レベルで。 

 

鈴木議会事務局総務課長 

  済みません、市民レベルでというお話でございましたので、その日初めて

合わせた者同士がごく普通に交わすあいさつということもあるでしょうし、

これから会議を始めるに当たってお互いを確認するという意味合いのあい

さつでもあろうかとは思います。ただ、私がここの議会事務局に赴任してき

たときから既にそういうあいさつがございましたので、特段の意識として何

のためのあいさつかなということは考えたことはございませんでしたので、

済みません、そのような答弁をさせていただきます。 

 

髙野委員  初めて顔を合わせるからではなくて、本会議の間に議会運営委員会をやっ

たりするときも、多分あいさつをするような気がしたんだけど、今、答弁に

あった「初めて会ったからあいさつする」というのは違います。 

実は、私が８年前に声かけあいさつ運動ということを提唱して議会から発

信をしていこうということで、企画県民部と教育委員会と両方が手をつない

で懸垂幕を立ててやったと。最近も時々聞くことがありますが、それと同じ

意味かなと思います。だけど、その後懸垂幕を立ててやるのも時々やる、時々

その話が出るとやるということで、どうも一貫していない。集中して３年間

やろうとか、４年間やろうという体質が県庁にはないような気がします。そ

れ以上に一番思うのはアメリカではオバマ大統領が記者会見をするときに
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記者たちはみんな立つんですね。それでオバマ大統領が頭をちょっと下げる

と、同じように頭を下げながら記者諸君は座ると。これは広聴広報課の部分

かもしれないけど、やっぱりそういう礼儀というものはどこの部局かかわら

ず、私はしっかり進んでいかなければいけないことではないかなと思います。 

  これはよく地域でも「おい、知事の記者会見のときに記者の人たちはみん

な座りっ放しだけど、あれでいいのか」なんていうことを私は何人にも言わ

れたことがあります。だから、その辺は知事政策局の方かもしれませんが、

全体的なやっぱり雰囲気として基本的に、少なくともアメリカよりも日本の

方が儒教の精神は上だと思っていたら、ちょっと逆かなというようなことを

思わせないでもらえるような状況にしてもらいたいなと思うんですけど、こ

れはどこも答えるところないかな。 

 

田中総務部長  改めまして、今、委員のお話を伺いながらアメリカと日本を比較して考え

てみますと、確かにアメリカでは大統領が例えば議会に登場すれば、与野党

問わずこれは席を立って迎え、教書の演説をするときには拍手をもって迎え

るとか、記者会見のときには委員の御指摘のとおり立ってお迎えするとかと

いう状況がある中、一方で日本や本県においては、リーダーを迎えるときな

どに当たって必ずしもそういうことが徹底されてないという現実はあるの

かなと思います。必ずしもそういうことが徹底されない中で、委員の御指摘

はごもっともでございますので、これは県職員の中でそれぞれさまざま節目

でリーダーを迎えるに当たって、自分がどういう心構えで臨んできたのかと

いうのは、県職員一人一人がそれぞれ自覚をしながら、日々の仕事を進めて

いく必要があるだろうと思っております。 

 

髙野委員  それはやはりしっかりして見ている方も気持ちがいい、記者会見なり何な

り行う人も気持ちがいいという形で進めていただければ、厳しい新聞記事も

少しはやわらかくなるのかなとも思っていますので、よろしくお願いをした

いと思います。 

 

        （一時借入金、一時預け金について） 

髙野委員  きょうは勉強のつもりで質問しているんですけど、私、普通の企業であれ

ばお金を借りるときに自分が保証人になり、また担保物件があれば預金でも

何でも担保へ入れると。その中でお金を貸してもらうということが通常なん

ですけど、今、出納局では、一時借り入れのお金の部分というのがどのくら

い年間を通してあるのか、逆に一時預けというのがどのくらい年間を通して

あるのか、その辺大体でいいですから教えてください。 

 

吉田出納局次長  今、委員のお話のとおり県庁の予算には収入と支出について、年間計画が

ございますが、収入が年度の初めに全部入っているわけではございませんの

で、年度中途におきましては資金がショートする期間がございます。一般的

に多いのが年度末から５月の出納整理期間までの間が資金がショートする

期間、その後、地方交付税ですとか、税収等が入りまして９月まではある程

度安定した期間で、逆に資金に余裕があって運用ができる期間ということで、

年間通じてそういうサイクルがございます。 

  一時借入金でございますが、今年度につきましては前年度の３月から４月、

５月にかけまして多かったんですが、今年度一番多いときで４月に２８０億

円一時借り入れを行っております。また、それ以外のとき、先ほどお話しし

ましたように資金の余裕があるときには、譲渡性預金といいまして７日以上
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資金に余裕が出る場合には短期的に預けることが可能になりますので、各部

局から毎月出ております収入支出の見込みをよく精査する中で、余る部分に

ついては７日以上とれる場合には細かく運用するということを行っており

ます。具体的に言いますと一時借入金の利息が当然発生するわけですが、そ

れよりも運用した益の方が多くなっているという状況が最近続いておりま

す。 

 

髙野委員  最後何て言いました、運用？ 

 

吉田出納局次長  先ほど申しましたように資金に余裕がある場合には金融機関に預け入れ

をして運用を行っているという状況でございます。 

 

髙野委員  金融機関からの借り入れというのは、年率で言うと何％ぐらいで借りてい

るの？ 

 

吉田出納局次長  一時借入金というのは指定金融機関、山梨中央銀行から借り入れることに

なっており、その利息につきましては見返り預金というものがございまして、

そこに入って預けてある金利の安いところから、充当していただくという契

約になっております。 

 

髙野委員  金利は何％ですか。 

 

吉田出納局次長  具体的な金額で申しますと、今年度２３年度の借入利率ですが、平均いた

しますと０.０３２％から０.０４６％という利率になっております。 

 

髙野委員  １週間以上余剰が出る場合には、それなりの利息が発生する、金利がつく

わけだね。そうすると、そっちのほうはどのくらいの金利になるわけ？ 

 

吉田出納局次長  平成２２年度の実績で申しますと年間で９４０万円ほど預け入れた運用

益がございました。 

 

髙野委員  だから、両方対比して言ってくれないとわかんないじゃない、片っ方ずつ

言ったんじゃ。こっちを言ったらこっちを言う、それを聞きたい。 

 

吉田出納局次長  平成２２年度の実績で申しますと、一時借り入れしたときの利息の支払額

が３００万円ほどございました。それに対して資金に余裕があったときに運

用した運用益そのものが全体で９４０万円ほどあったということでござい

ます。 

 

髙野委員  それ本当かなって今ちょっと迷っているんだけど、借り入れの利息は３０

０万円で余剰金を預けた利息は９００万円と言ったの、今、そういうこと？ 

  じゃ、余剰の方が１年間を通してその計算でいくと、同じ金利であっても

３００万円と９００万円の違いであれば３分の２、１年を通した３分の２カ

月、約８カ月ぐらいは余剰がたまっているということ？ 

 

吉田出納局次長  先ほども申しましたように６月１日から約６カ月間というものは、ある程

度資金に余裕がございますので、その間は運用できるということになってお

りまして、結果的には運用益がそれだけになるということでございます。 
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髙野委員  いや、何で聞いたかというと、昔よく山梨中央銀行から３％でお金を借り

て、預金の方でいくと１％にも満たないから、それだけで山梨中央銀行は勘

定になっているという話の頭で今聞いているんだけど、本当に余剰の方が多

いわけ？ 

  そこのところもう一回はっきり教えてください。 

 

吉田出納局次長  先ほどからお話ししていますとおり、実際、ここ数年、税収が多かったと

いう部分で一時借入金が少なかったということがございますが、２１年度に

ついては金利が今に比べれば割と高い時期でございまして、約３,０００万

円近くの運用益がございました。それに対して一時借入金は４００万円とい

うことで、それに比べますと大分運用益が減っておりますが、それでも年間

を通しますと一時借入金で払う利息よりも運用して得た金額の方が多いと

いう状況がここ数年は続いております。 

 

髙野委員  いや、本当にそうかな、ちょっと不信感が強いんだけど、じゃ、当然それ

は運用益だね。その差額が運用益として、出納局の部分には運用益というこ

とで、６００万円乗っかっているわけだ。 

 

吉田出納局次長  はい、決算上そういうことになります。それは結局一般会計の方に振りか

わるわけでございますが、予算上はそういう形になります。 

 

髙野委員  いや、別に細かい説明は要らない。ただ、運用益として出納局でプラス６

００万円になっているということは間違いないの？ 

 

吉田出納局次長  はい、委員のおっしゃるとおりでございます。 

 

髙野委員  そうなると、質問のしようがないな。いや、でも、今の答えは何か不審に

感じられるんだけど、今までそういう話じゃなかったものね。常に銀行さん

が何となくぐるぐる回しながらうまく金利だけをとっていくと。例えばもし

それが逆の場合ね、要するに利息の方が３００万円で、そして、借入利息の

方が９００万円の場合は６００万円逆転するといったときはどう、そういう

ときだってあったと思うよ、過去に。 

 

吉田出納局次長  一時借り入れの利息につきましては、それはそれで予算計上してございま

す。歳計現金の運用益につきましても別の予算づけをしておりますので、そ

ういったことがあった場合には支出の予算額がふえるということになろう

かと思いますが、別の予算建てになっております。 

 

髙野委員  その辺はよくわからんな。じゃ、今度は３次補正で雇用対策、公共事業関

係の予算が来ますが、あれは基金へ積み立てるという話になっているけど、

その基金も利息の対象にはなっているわけ？ ７日ばかり置くわけじゃな

いと思うんだけど。 

 

吉田出納局次長  今お話ししておりますのはあくまでも歳計現金ということでございまし

て、これは支払用の現金でございます。今、委員のお話しになりました基金

造成のものにつきましては基金の中で運用、それはそれぞれの基金を所管し

ております所属の意思決定によりまして運用を行う。それは一般会計に入っ
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てきませんので、基金の中でふえていくということになると思います。 

 

髙野委員  じゃ、基金は基金の部分でのプラスマイナス処理であるから一般会計とは

別だよと。じゃ、すべての基金というのは全部そういうふうにはじき出てい

るわけだ。例えば、あなたの言う一般決算分のものには基金って入ってこな

いということだね。 

 

吉田出納局次長  はい、基本的に基金のものは基金の中でということになっております。 

 

髙野委員  じゃ、１週間以上、基金で３日で出しちゃったなんていう話は多分ないと

思うんだけど、基金の合計って大体わかる？ 

 

吉田出納局次長  本当にざっくりで申しわけございませんが、基金は現在約９００億円あり

ます。先ほどちょっと言葉が足りなかったかと思いますが、基金につきまし

ては短期運用というものはございません。基本的にはそこの基金を所管して

いるところの事業によりまして、いつ取り崩すとか、そういう計画的な運用

を行っておりますので、長期的に預けられるものは国債等の債券を使ったり、

また、半年とか何カ月という大口の定期で運用しております。 

 

髙野委員  ９００億円基金があるとすると、さっき言った利息だけでも半端な数字じ

ゃないよね。平均どのくらいの期間お金を置くのか知らないけど、ざっくり

でいいからその金利ってどのくらいになるわけ？ 

 

吉田出納局次長  基金の運用には預金と債券があります。預金の利息収入が約１億円ござい

ます。あと債券の方が、これは毎年入ってくるわけですが、２２年度は合計

で２億５,６００万円入っております。 

 

髙野委員  じゃ、基金の方で昔は金利が高かったから、その基金の方でも基金の利息

で運営ができるという状態であった時期も長かったんだけど、だけど、今は

もうとてもじゃないけど、そうはいかない。それにしてもその基金債券で３

億５ ,０００万円というのはすごい金額だなと、それは９００億円に対して

ということだね。 

 

吉田出納局次長  申しわけございません、先ほどの２億５,６００万円というのが預金と債

券を合計した収入でございます。委員がおっしゃるように、金利の高いとき

には例えば基金の運用益の果実を事業費に充てていろいろ行うというもの

もございましたが、今、非常に金利の方が厳しい状況でございまして、長期

的な１０年物の国債等を新規で購入いたしましても、年間１％程度の利息し

かつきませんので、なかなかそういったことでは各基金は大変な状況であろ

うかと思います。また、９００億円の基金でございますが、かなりの部分を

いわゆる臨時特例交付金の関係の基金がございまして、それで、今、基金の

総額が膨らんでいるという状況でございます。 

 

髙野委員  はい、よく勉強させてもらいました。ただ、その辺についてはみんなが言

わないだけで関心は深いと思いますから、総務委員会の人たちにそのくらい

の資料、歳計現金に対する金利と利息、基金についての金利と利息、さっき

「言い間違いました、それは一緒です」ということがないような紙を１枚見

せてもらいたいなと思います。詳しいものではなく簡単なものでわかりやす
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い資料をお願いしたいと思います。 

 

吉田出納局次長  非常に申しわけございませんでした。わかりやすい資料をお届けしたいと

思います。よろしくお願いしたいと思います。 

 

 

その他     ・本委員会が審査した事件に関する委員会報告書の作成並びに委員長報告に

ついては委員長に委任された。 

        ・閉会中もなお継続して調査を要する事件については配付資料のとおり決定

された。 

        ・ 継続審査案件調査の日時・場所等の決定は委員長に委任され、県内調査

を平成２４年１月１６日に実施することとし、詳細については、後日通知す

ることとされた。 

        ・ 平成２３年１０月２４日に実施した県内調査については、議長あてにそ

の報告書を提出したことが報告された。 

                                      以  上 

 

                         総務委員長 河西 敏郎 


